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新型コロナウイルス感染症は、組織で働く人の意識

にどんな変化をもたらしているのか。日本生産性本部

が、政府による緊急事態宣言の発出から約 1 か月後の

５月 11 日～13 日に 20 歳以上の日本の雇用者（就業者

から自営業者、家族従業者等を除く）1,100 名を対象に

インターネットを通じて行った第１回の調査結果を公

表しました。 

 

◆労働時間・業務時間の変化、業種別・労働時間の変

化 

労働時間・業務量・余暇時間とも「特に増減は無い」

が４割以上。労働時間は 43.2％、業務量は 37.6％が「減

少した」と回答した一方、余暇時間は 42.8％が「増加

した」と回答しました。また、労働時間の増減は業種

による差が大きく、特に宿泊業では 100％、飲食サービ

ス業では 89.2％で「減少した」と答えました。 

 

◆勤め先の業績、今後の自分自身の雇用・収入への不

安、勤め先への信頼感 

勤め先の業績（65.3％）、今後の自分自身の雇用

（47.7％）、今後の収入（61.8％）と、いずれも「不安」

を感じている人が多いという結果です。今後の雇用へ

の不安感は業種による差が大きく、宿泊業（85.7％）、

飲食サービス業（75.7％）、医療・福祉（65.0％）、生活

関連サービス業（63.0％）で「不安」の割合が多くなっ

ています。 

 一方、勤め先による健康への配慮は、雇用形態や性

別等の属性に関わらず 68.7％が肯定的で、信頼の程度

は、性別・雇用形態等の属性に関係なく「信頼してい

る」「まずまず信頼している」が約７割、「あまり信頼

していない」「信頼していない」が約３割でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新型コロナウイルス感染症による働き方の変化 

働き方については、「特に変化はない」が 40.7％で最

多、「多少変わった」が 35.0％、「大きく変わった」が

24.3％でした。職種別に見ると、「専門的・技術的な仕

事」「管理的な仕事」で３割以上が「大きく変わった」

一方、「生産工程の仕事」「輸送・機械運転の仕事」「建

設・採掘の仕事」「運搬・清掃・包装等の仕事」では６

～７割が「特に変化はない」としています。 

また、柔軟な働き方の施策については、「特にない」

が 46.3％で最多。「自宅での勤務」29.0％、「時差出勤」

16.3％、「短時間勤務」15.4%で、柔軟な働き方が一般

化したとまでは言えない状況です。ただ、直近１週間

の出勤日（営業日ベース）については、「１～２日」が

37.3％で最多、「０日」32.1％、「３～４日」21.1％、

「５日以上」9.5％で、２日以下の出勤が約７割を占め

ました。 

テレワーク実施における課題については、「職場に行

かないと閲覧できない資料・データのネット上での共

有化」48.8％が最多で、以下「Wi-Fi など、通信環境の

整備」45.1％、「部屋、机、椅子、照明など物理的環境

の整備」43.9％などが続きました。「特に課題は感じて

いない」は 8.4％にとどまり、多くの人が現状に不都合

を感じていることが分かります。 

 一方で、新型コロナウイルス収束後もテレワークを

継続したいかについては、「そう思う」24.3％、「どち 
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らかと言えばそう思う」38.4％と、６割強が肯定的で

した。 

 ある程度予想された結果も多いといえますが、これ

らの具体的な数字も踏まえ、企業としては、今後予測

される新型コロナウイルスの第２波・第３波への備え

はもちろん、多様な働き方を取り入れながら生産性を

高められるよう、社内インフラの整備や社員教育、制

度改革が求められることになりそうです。 

【日本生産性本部「新型コロナウイルスの感染拡大が

働く人の意識に及ぼす調査」結果 PDF】 

https://www.jpc-

net.jp/research/assets/pdf/5f4748ac202c5f1d5086b

0a8c85dec2b.pdf 

 

 

 

令和２年度税制改正により、未婚のひとり親と、婚

姻歴のあるひとり親との間にある税制上の格差が解消

され、また、寡婦（夫）控除における男女差が見直され

ました。ひとり親であれば、未婚・離婚・死別、性別に

かかわらず、「ひとり親控除」が適用されます。 

この改正は、令和２年分以後の年末調整および確定

申告において適用されます。また、月々の源泉徴収に

おいては、令和３年１月１日以後に支払うべき給与等

および公的年金等について適用されます。個人住民税

については、令和３年度分以後について適用されます。 

 

◆改正の概要 

① 未婚のひとり親に対する税制上の措置 

イ 居住者がひとり親（現に婚姻をしていない者ま

たは配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、

次に掲げる要件を満たすものをいう。）である場合

には、ひとり親控除として、その者のその年分の

総所得金額、退職所得金額または山林所得金額か

ら 35 万円（住民税は 30 万円）を控除することと

されました。 

ａ その者と生計を一にする一定の子を有すること。 

ｂ 合計所得金額が 500 万円以下であること。 

ｃ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると

認められる一定の者がいないこと。 

 

 

 

ロ 上記イのひとり親控除は、給与等および公的年

金等の源泉徴収の際に適用できることとされまし

た。 

② 寡婦（夫）控除の見直し 

寡婦の要件について次の見直しを行った上で、寡婦

（夫）控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控

除に改組することとされました（控除額は所得税 27 万

円、住民税 26 万円）。 

イ 扶養親族を有する寡婦についても、上記①イｂ

の要件が追加されました。 

ロ 上記①イｃの要件が追加されました。 

また、寡婦控除の特例（いわゆる「特別の寡婦」に該

当する場合の寡婦控除の特別加算）を廃止することと

されました。 

 

◆改正後の「寡婦」 

「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しな

いものをいいます。 

① 夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に

掲げる要件を満たすもの 

イ 扶養親族を有すること。 

ロ 合計所得金額が 500 万円以下であること。 

ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると

認められる者がいないこと 

② 夫と死別した後婚姻をしていない者または夫の生

死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件

を満たすもの 

イ 合計所得金額が 500 万円以下であること。 

ロ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると

認められる者がいないこと。 

 

 

 

年金制度改正法（年金制度の機能強化のための国民

年金法等の一部を改正する法律」が５月 29 日、第

201 回通常国会において成立しました。この改正は、

人手不足の進行や健康寿命の延伸、高齢者や女性の就

業促進といった今後の社会・経済の変化を年金制度に

反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るこ

とを目的としています。 

主な改正内容を紹介いたします。 

 

◆被用者保険の適用拡大（2022 年 10 月～） 

ひとり親控除、寡婦（夫）控除の見直しは 

令和２年分の年末調整から 

年金制度改正法が成立しました！ 
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短時間労働者（週の労働時間が通常の労働者の 3/4

以上）を厚生年金保険、健康保険の被用者保険の適用

対象とすべき事業所の企業規模要件が段階的に引き下

げられます（現在は 500 人超→2022 年 10 月 100 人超

→2024 年 10 月 50 人超）。 

 

◆在職中の年金受給の在り方の見直し（2022 年４月

施行） 

① 在職中の老齢厚生年金受給者 65 歳以上の方につ

いては、在職中であっても年金額の改定を毎年定時

に行うようになります。現状、老齢厚生年金の受給

権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時（退

職時・70 歳到達時）に、受給権取得後の被保険者

であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定し

ていますが、退職を待たずに早期に年金額に反映し

ます。 

② 60 歳から 64 歳に支給される特別支給の老齢厚生

年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給

停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現

行の 28 万円から 47 万円に引き上げます。 

 

◆受給開始時期の選択肢の拡大（2022 年４月施行） 

現在、60 歳から 70 歳の間となっている年金の受給

開始時期の選択肢を、60 歳から 75 歳の間に拡大しま

す。 

 

◆確定拠出年金の加入可能要件の見直し等（2022 年

４月施行） 

① 確定拠出年金(DC)の加入可能年齢の引上げ 

・企業型ＤＣ：現行 65 歳未満→厚生年金被保険者

（70 歳未満）に改正 

・個人型ＤＣ（iDeCo）：現行、国民年金被保険者の

資格を有し、かつ 60 歳未満→国民年金被保険者に

改正 

② 確定拠出年金(DC)の受給開始時期の選択肢の拡大 

現行は 60 歳から 70 歳の間で各個人において受給開

始時期を選択できますが、公的年金の受給開始時期の

選択肢の拡大に合わせて、上限年齢を 75 歳に引き上

げます。 

 

 

 

 

◆その他の改正 

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

（2022 年４月）、未婚のひとり親等を寡婦と同様に

国民年金保険料の申請全額免除基準等に追加（2021

年４月）、短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支

給上限年数を３年から５年に引上げ（2021 年４月）

などが予定されています。 

 

 

 

◆「新しい生活様式」 

 新型コロナウイルスの感染拡大を長期間にわたって

防ぐため、「新しい生活様式」が厚労省より公表され

ています。このなかでは、基本的な事項として、身体

的距離の確保（できるだけ２ｍ）、マスクの着用、手洗

いを挙げ、これに加え、三密（密集、密接、密閉）の回

避、換気、こまめな健康チェックが効果的としていま

す。働き方については、テレワークや時差通勤、オン

ラインの活用をすすめています。第二派への警戒が求

められるなかで、これらを定着・持続させることが重

要です。 

 

◆熱中症には、例年以上に注意が必要 

 この時期気になるのが、熱中症へのリスクです。今

年は、上記のような十分な感染症予防を行いながら、

熱中症対策をする必要があります。しかし、高温多湿

でのマスクは熱中症のリスクを高めます。体調不良で

冷房のある屋内に入ろうとしたら、人数制限中という

ことも考えられます。厚労省は、「新しい生活様式」に

おける熱中症予防行動について、次の通り示しました。 

 

◆予防のポイント 

① マスクの着用：屋外で人と十分な距離（少なくと

も２ｍ以上）が確保できる場合は、外しましょう。

着用時には、強い負荷の運動は避け、こまめに水分

補給しましょう。人と十分な距離をとれる場所で、

一時的にマスクを外して休憩しましょう。 

② エアコンの使用：冷房時でも、窓開放や換気扇に

よって換気をしましょう。換気により室内温度が高

くなりがちなので、エアコンの設定温度を下げるな

どの調整をしましょう。 

 

 

厚労省発～ 

「新しい生活様式」における熱中症予防 
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③ 涼しい場所への移動：少しでも体調に異変を感じ

たら、すぐ涼しい場所に移動しましょう。屋内に入

れない場合は、屋外でも日陰や風通しのいい場所に

移動してください。 

④ 日頃の健康管理：定時の体温測定、健康チェック

をしましょう。平熱を知れば、発熱に早く気づけま

す。また、体調が悪いと感じたら、無理せず自宅で

静養しましょう。 

【厚生労働省「「新しい生活様式」における熱中症予

防行動のポイント」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya

/0000121431_coronanettyuu.html 

 

 

10 日 

○ 健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限 

［年金事務所または健保組合］＜７月１日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付 

［郵便局または銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜１月～６月分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

［公共職業安定所］ 

＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

○ 労働保険料の納付＜延納第１期分＞ 

［郵便局または銀行］ 

15 日 

○ 所得税予定納税額の減額承認申請 

＜６月 30 日の現況＞の提出［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出 

［公共職業安定所］ 

31 日 

○ 所得税予定納税額の納付＜第１期分＞ 

［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出［労働基準監督署］ 

＜休業４日未満、４月～６月分＞ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

 

 

 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 2 期＞ 

［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 

 

 

緊急事態宣言解除から 1 か月以上が経過しました。 

徐々に社会が動き出してきていますが、皆様の職場は

いかがでしょうか？ 

第二波・第三波がいずれやってくると見込まれており、

まだまだ気を抜くことは出来ない状況です。コロナ禍の

世界で事業を継続していくためには、これまでの働き方

を見直す必要が出てくるかもしれません。弊所でも雇用

調整助成金をはじめとしたコロナ対策支援をお手伝いさ

せていただいております。何かございましたらお問い合

わせください。 

今月も最後までお読み下さり、ありがとうございまし

た。（R.O） 

7 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 

～編集後記～ 


